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2010 年 3 月 29 日 

各 位 

会 社 名  株 式 会 社 ニ ト リ  

代 表 者 名  代表取締役社長 似鳥 昭雄 

（コード番号 9843 東証第 1 部・札証） 

問 合 せ 先  執行役員経理部ｾﾞﾈﾗﾙﾏﾈｼﾞｬｰ 前田 克己 

電 話 番 号  03-6741-1216 

 

当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）の更新について 

 

当社は、2007 年 4 月 23 日開催の当社取締役会において当社株式の大量取得行為に関する

対応策（買収防衛策）（以下「旧プラン」といいます。）の導入を決議し、同年 5 月 17 日開

催の第 35 期事業年度に係る当社定時株主総会において株主の皆様のご承認をいただきまし

た。旧プランの有効期間は、上記定時株主総会終了後 3 年以内に終了する事業年度のうち

最終のものに関する定時株主総会終結の時までとされているため、旧プランは、2010 年 5

月 7 日開催予定の第 38 期事業年度に係る当社定時株主総会（以下「本定時株主総会」とい

います。）の終結の時をもって有効期間が満了することになります。 

この旧プランの有効期間満了に先立ち、当社は、2010 年 3 月 29 日開催の当社取締役会に

おいて、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針（会社

法施行規則第 118 条第 3 号に規定されるものをいい、以下「基本方針」といいます。）を一

部変更するとともに、本定時株主総会において株主の皆様のご承認をいただくことを条件

として、基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配

されることを防止するための取組み（会社法施行規則第 118 条第 3 号ロ）として、旧プラン

の内容を一部改定した上、更新すること（以下「本更新」といい、改定後のプランを「本

プラン」といいます。）といたしましたので、以下のとおりお知らせいたします。なお、上

記取締役会においては、本更新につき出席した取締役の全員一致で承認可決がなされると

ともに、出席した監査役全員が本更新に異議がない旨の意見を述べております。 

なお、本更新に伴う旧プランからの主な変更点は、①本プラン所定の場合において、本

新株予約権（下記三 2.(b)「新株予約権無償割当ての利用」に定義されます。以下同じとし

ます。）の無償割当ての実施に関して株主意思の確認を行う手続を明記したこと、②買付者

等（下記三 2.(a)「本プランの発動に係る手続の設定」に定義されます。以下同じとします。）

が買付等（下記三 3. (1) (a)「本プランの発動に係る手続の設定」に定義されます。）を行う

に際して採るべき手続の整理を行ったこと、③本プランを発動して本新株予約権の無償割

当てを実施するための要件について整理を行ったこと、④本新株予約権の概要（行使条件

を含みます。）の整理を行ったこと、および⑤株券の電子化に伴う修正を行ったことなどで

す。 
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一 当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針 

 

当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の企業価値の源泉を

理解し、当社が企業価値ひいては株主共同の利益を継続的かつ持続的に確保・向上して

いくことを可能とする者である必要があると考えます。 

当社は、当社株式について大量買付がなされる場合であっても、これが当社の企業価

値・株主共同の利益に資するものであれば、これを一概に否定するものではありません。

また、株式会社の支配権の移転をともなう買収提案についての判断は、最終的には株主

全体の意思に基づき行なわれるべきものと考えております。 

しかしながら、株式の大量買付の中には、その目的等から見て企業価値や株主共同の

利益に対する明白な侵害をもたらすもの、株主に株式の売却を事実上強要するおそれが

あるもの、対象会社の取締役会や株主が株式の大量買付の内容等について検討しあるい

は対象会社の取締役会が代替案を提案するための十分な時間や情報を提供しないもの、

対象会社が買収者の提示した条件よりも有利な条件をもたらすために買収者との協議・

交渉を必要とするもの等、対象会社の企業価値・株主共同の利益に資さないものも少な

くありません。 

そもそも、当社が、今後も家具・インテリア小売業界の中で事業を成長させ、企業価

値・株主共同の利益を確保・向上させていくためには、ロマンとビジョン・思想を共有

する人材の能力を結集させるなどして、当社の企業価値の源泉である①「総合製造小売

業」としての効率的かつ魅力的な商品開発力、②商品製造の海外拠点および製造された

商品の輸入・配送に関する独自開発の物流システム、ならびに③「住生活提案企業」と

してのトータルコーディネート力等をさらに強化するとともに、中期経営計画に基づく

諸施策を適時・適切に実行していくことが必要不可欠であり、これらの企業価値の源泉

が当社の株式の大量買付を行う者により中長期的に確保され、向上させられるのでなけ

れば、当社グループの企業価値・株主共同の利益は毀損されることになります。 

当社は、このような当社の企業価値・株主共同の利益に資さない大量買付を行う者は、

当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であり、このような者によ

る大量買付に対しては、必要かつ相当な対抗措置を採ることにより、当社の企業価値ひ

いては株主共同の利益を確保する必要があると考えます。 

 

 

二 当社の企業価値の源泉及び基本方針の実現に資する特別な取組み 

1. 当社の経営理念および事業について 

 

当社は、「日本人が本当の住まいの豊かさを心から楽しめる社会の実現」というロ

マンを掲げ、「欧米並みの豊かな住生活を提供する」ため、ホームファッションや家
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具の「総合製造小売業」として、チェーンストア作りを核とした流通革命に取り組ん

でまいりました。その結果、当社は、2009 年（平成 21 年）9 月に全国 200 店舗目の

出店を実現し、現在では、国内に 212 店舗を展開するナショナルチェーンに発展する

とともに、23 年連続して増収増益を果たし、日本初の「住生活提案企業」と認めてい

ただけるようになりました。 

当社は、品質・機能が維持された商品をお求め安い価格で提供することをテーマに

商品の開発・製造等を行っており、現在は、「2012 年（平成 24 年）340 店舗、2016

年（平成 28 年）500 店舗」の中期ビジョンの実現に向けて、全国各地域への出店を強

力に進めております。 

また、当社は、北海道活性化を目指す民間活動を支援する「ニトリ北海道応援基金」

の創設や、流通・サービス業を科学的に把握・分析できる能力の獲得と、次世代を担

う高度職業人の育成を目的とした大学寄附講座の開催およびアジア諸国の発展を願

って、国づくりの基本となる人材育成と国際友好親善に寄与するためのニトリ奨学財

団の設立など社会貢献活動にも積極的に取り組んでおります。 

 

2. 企業価値の源泉および企業価値向上への取組みについて 

 

当社は、上記の「欧米並みの住まいの豊かさを、日本の人々に提供する」というロ

マンを実現するため、ホームファッションや家具を、低価格で、かつ必要な品質や機

能を備え、さらに一軒の家のすべての空間をトータルコーディネートできる形で提供

することにより、企業価値を向上させてまいりました。 

当社は、この企業価値の源泉は、①「製造物流小売業」としての効率的かつ魅力的

な商品開発力、②商品製造の海外拠点および製造された商品の輸入・配送に関する独

自開発の物流システム、ならびに③「住生活提案企業」としてのトータルコーディネ

ート力等にあると考えております。 

すなわち、当社は、原材料の調達から、製造・物流・販売そして消費までの全ての

過程を自社でプロデュースする「総合製造小売業」としての機能を強化することによ

り、商品の価格設定および品質・機能を追及するとともに、この「製造物流小売業」

の機能を活かして、消費者の声から世界に広がるマーチャンダイジング活動を行うこ

とにより、魅力的な商品の開発に努めてまいりました。また、当社は、海外の生産拠

点を整備して、原材料調達および生産の効率化を図るとともに、貿易拠点および国内

の物流センターを自社で整備し、独自の物流システムを構築しております。さらに、

当社は、「O.T.C.M（ワンハウス・トータル・コーディネーション・マーチャンダイジ

ング）」という思想に基づいて、ホームファッションや家具をトータルコーディネー

トした形で消費者に提案することにより、各商品の魅力を一層向上させてまいりまし

た。 
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そして、これらの企業価値の源泉を支えるのは、海外の生産拠点・貿易拠点や物流

センター等のインフラのみならず、原材料調達や商品開発等の能力に長け、また物流

や情報収集等のノウハウを持った人材が、ロマンやビジョン・思想を共有した上で、

その能力等を結集することにあります。そのため、当社は、独自の人材育成システム

を構築し、中長期的な観点から人材育成に取り組んでおります。 

当社は、これら当社の企業価値の源泉を今後も継続し、発展させていくことが、企

業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上につながるものと考えております。 

 

3. 中期経営計画について 

 

当社グループは、「欧米並みの住まいの豊かさを、日本の人々に提供する。」という

ロマンを実現するために、「2012 年（平成 24 年）340 店舗、2016 年（平成 28 年）500

店舗」という店舗展開計画を柱とした中期経営計画を策定しております。 

中期経営計画の主な内容は、①市場をリードする商品開発の強化と育成、②500 店

舗達成に向けた新フォーマット構築、③品質改革によるお客様満足度の向上、④商品

供給システムの改革、⑤店舗オペレーションシステムの改革、⑥組織／マネジメント

体制の改革、⑦戦略的事業分野の推進、⑧ＣＳＲの実践であります。 

当社グループは、以上のような中期経営計画の達成に向けた諸施策を実行すること

により、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上に邁進してい

く所存であります。 

 

4. コーポレート・ガバナンスの強化について 

当社は、企業価値・株主共同の利益を確保し、向上させるために必要かつ有効な仕

組みとして、従前よりコーポレート・ガバナンスの強化に取り組んでおります。 

具体的には、取締役の経営責任を明確にし、株主の皆様への信任を問う機会を増や

すため取締役の任期を 1 年とし、また現在在任の監査役 4 名中、3 名を独立性の高い

社外監査役としております。 

また、経営判断にあたっては、顧問として就任されている外部有識者、また弁護士

等の法律・会計専門家からの意見を聴取する等、経営の客観性の確保、向上に努めて

おります。 

当社は、今後もコーポレート・ガバナンスのさらなる強化に継続して努める所存で

あります。 
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三 本プランの目的および概要 

 

1. 本プラン更新の目的 

 

本プランは、当社の企業価値・株主共同の利益を確保し、または向上させることを目

的として導入・更新されたものであり、上記一に記載した基本方針に沿うものです。 

当社取締役会は、基本方針に定めるとおり、当社の企業価値・株主共同の利益に資さ

ない当社株式の大量買付を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者と

して不適切であると考えています。当社の株式は、別紙 1 記載のとおり、広く分布して

おり、2010 年 2 月 20 日時点において、当社役員およびその関係者によって発行済株式

の約 27％が保有されているものの、そのうち多くの部分は個人株主によって保有されて

いること、発行済株式総数の半数近くが信託銀行等の機関投資家や外国法人等により保

有されていることなどから、今後、当社の株式の流動性がさらに増す可能性は否定でき

ません。従って、当社は、不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配

されることを防止し、当社の企業価値・株主共同の利益に反する大量買付を抑止するた

めに、当社株式に対する大量買付が行われる際に、当社取締役会が株主の皆様に代替案

を提案したり、あるいは株主の皆様がかかる大量買付に応じるべきか否かを判断するた

めに必要な情報や時間を確保すること、株主の皆様のために交渉を行うこと等を可能と

する枠組みとして本プランを更新することといたしました。 
なお、現時点において、当社が特定の第三者から大量取得行為を行う旨の通告や提案

を受けているわけではありません。 

 

2. 本プランの概要 

 

(a) 本プランの発動に係る手続の設定 

本プランは、当社の株券等の 20％以上を買収しようとする者が現れた際に、買

収者に対し、事前の情報の提供を求める等、上記 1「本プラン更新の目的」記載

の目的を実現するために必要な手続を定めています（下記 3.(1)「本プランの発動

に係る手続」ご参照）。 

 

(b) 新株予約権無償割当ての利用 

買収者が本プランにおいて定められた手続に従うことなく当社株券等の買収

を行う等、当社グループの企業価値・株主共同の利益が害されるおそれがあると

認められる場合（その要件の詳細については下記 3.(2)「本新株予約権の無償割当

ての要件」ご参照）には、当社は、当該買収者等による権利行使は認められない

との行使条件および当社が当該買収者等以外の者から当社株式と引換えに新株
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予約権を取得することができる旨の取得条項が付された新株予約権（その主な内

容は下記 3.(3)「本新株予約権の無償割当ての概要」にて後述するものとし、以下

「本新株予約権」といいます。）を、その時点の当社を除く全ての株主に対して

新株予約権無償割当ての方法（会社法第 277 条以降に規定されます。）により割

り当てます。 

 

(c) 取締役の恣意的判断を排するための独立委員会の利用および株主意思の確認 

本プランにおいては、本新株予約権の無償割当ての実施もしくは不実施または

取得等の判断について、取締役の恣意的判断を排するため、独立委員会規則（そ

の概要については別紙 2 ご参照）に従い、当社社外取締役、当社社外監査役また

は社外の有識者で、当社経営陣からの独立した者のみから構成される独立委員会

の判断を経るとともに、株主の皆様に適時に情報開示を行うことにより透明性を

確保することとしています。 

本プランの更新時点における独立委員会は、独立性の高い社外監査役 2 名およ

び社外の有識者 1 名により構成される予定であり、現時点で選任が予定されてい

る委員の氏名および略歴は別紙 3 のとおりです（独立委員会の委員の選任基準、

決議要件および決議事項については別紙 2 ご参照）。 

また、当社取締役会はこれに加えて、本プラン所定の場合には、株主意思確認

総会（下記 3.(1)(g)「株主意思確認総会の決議」ご参照。）を招集し、本新株予約

権の無償割当ての実施に関する株主の皆様の意思を確認することがあります。 

 

(d) 本新株予約権の行使および当社による本新株予約権の取得 

本プランに従って本新株予約権の無償割当てがなされ、買収者等以外の株主の

皆様により本新株予約権が行使された場合、または当社による本新株予約権の取

得と引換えに、買収者等以外の株主の皆様に対して当社株式が交付された場合、

当該買収者の有する当社の議決権割合は最大で約 50%まで希釈化される可能性が

あります。 

 

3. 本プランの内容 

 

(1) 本プランの発動に係る手続 

 

(a) 対象となる買付等 

本プランは、以下の①または②に該当する当社株券等の買付その他の取得もし

くはこれらに類似する行為またはこれらの提案（当社取締役会が本プランを適用

しない旨別途認めた場合を除くものとし、以下「買付等」といいます。）がなさ
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れる場合を適用対象とします。 

① 当社が発行者である株券等1について、保有者2の株券等保有割合3が 20％以

上となる買付その他の取得 

② 当社が発行者である株券等4について、公開買付け5を行う者の株券等所有割

合6およびその特別関係者7の株券等所有割合の合計が 20％以上となる公開

買付け 

 

買付等を行おうとする者（以下「買付者等」といいます。）は、予め本プラン

に定められる手続に従うものとし、本プランに従い当社取締役会が本新株予約権

無償割当ての不実施に関する決議を行うまでの間、買付等を実行してはならない

ものとします。 

 

(b) 意向表明書の提出 

買付者等は、買付等の開始または実行に先立ち、別途当社の定める書式により、

本プランの手続を遵守する旨の誓約文言等を含む書面（買付者等の代表者による

署名または記名捺印のなされたもの）および当該署名または捺印を行った代表者

の資格証明書（以下これらをあわせて「意向表明書」といいます。）を当社に対

して提出していただきます。意向表明書には、買付者等の氏名または名称、住所

または本店、事務所等の所在地、設立準拠法、代表者の氏名、日本国内における

連絡先および企図されている買付等の概要等を明示していただきます。なお、意

向表明書および下記(c)に定める買付説明書における使用言語は日本語に限りま

す。 

 

(c) 買付者等に対する情報提供の要求 

当社は、意向表明書を受領した日から 10 営業日以内に、買付説明書（以下に

定義されます。）の様式（買付者等が当社に提供すべき情報のリストを含みます。）

を買付者等に対して交付いたします。買付者等は、当社が交付した書式に従い、

下記の各号に定める情報（以下「本必要情報」といいます。）等を記載した書面

（以下「買付説明書」といいます。）を当社取締役会に対して提出していただき

                                                  
1 金融商品取引法第 27 条の 23 第 1 項に定義されます。本書において別段の定めがない限り同じとします。 
2 金融商品取引法第 27 条の 23 第 3 項に基づき保有者に含まれる者を含みます（当社取締役会がこれに該

当すると認めた者を含みます。）。本書において同じとします。 
3 金融商品取引法第 27 条の 23 第 4 項に定義されます。本書において同じとします。 
4 金融商品取引法第 27 条の 2 第 1 項に定義されます。②において同じとします。 
5 金融商品取引法第 27 条の 2 第 6 項に定義されます。本書において同じとします。 
6 金融商品取引法第 27 条の 2 第 8 項に定義されます。本書において同じとします。 
7 金融商品取引法第 27 条の 2 第 7 項に定義されます（当社取締役会がこれに該当すると認めた者を含みま

す。）。但し、同項第 1 号に掲げる者については、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関す

る内閣府令第 3 条第 2 項で定める者を除きます。本書において同じとします。 
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ます。 

当社取締役会は、買付説明書を受領した場合、速やかにこれを独立委員会に提

供するものとします。独立委員会は、これを受けて、当該買付説明書の記載内容

が本必要情報として不十分であると判断した場合には、買付者等に対し、適宜回

答期限を定めた上、本必要情報を追加的に提供するよう求めることがあります。

この場合、買付者等においては、当該期限までに、かかる本必要情報を追加的に

提供していただきます。 

記 

① 買付者等およびそのグループ（共同保有者8、特別関係者、買付者等を被支

配法人等9とする者の特別関係者および（ファンドの場合は）各組合員その

他の構成員を含みます。）の詳細（具体的名称、資本構成、財務内容、買付

者等による当社の株券等の過去の取得に関する情報等を含みます。） 

② 買付等の目的、方法および内容（買付等の対価の価額・種類、買付等の時期、

関連する取引の仕組み、買付等の方法の適法性、買付等の実現可能性に関す

る情報等を含みます。） 

③ 買付等の価額の算定根拠（算定の前提となる事実、算定方法、算定に用いた

数値情報、買付等に係る一連の取引により生じることが予想されるシナジー

の内容、そのうち買付者等以外の他の株主に対して分配されるシナジーの内

容およびそれらの算定根拠等を含みます。） 

④ 買付等の資金の裏付け（資金の提供者（実質的提供者を含みます。）の具体

的名称、調達方法、関連する取引の内容等を含みます。） 

⑤ 買付等の後の当社および当社グループの経営方針、事業計画、資本政策およ

び配当政策 

⑥ 買付等の後における当社の従業員、取引先、顧客その他の当社に係る利害関

係者に対する対応方針 

⑦ 買付者等以外の当社の他の株主との間の利益相反を回避するための具体的

方策 

⑧ その他独立委員会が合理的に必要と判断する情報 

 

(d) 買付等の内容の検討・買付者等との交渉・代替案の検討 

① 当社取締役会に対する情報提供の要求 

独立委員会は、買付者等から買付説明書および独立委員会が買付説明書の

記載内容が不十分であると判断して追加的に提出を求めた情報（もしあれ

                                                  
8 金融商品取引法第 27 条の 23 第 5 項に規定される共同保有者をいい、同条第 6 項に基づき共同保有者と

みなされる者を含みます（当社取締役会がこれらに該当すると認めた者を含みます。）。本書において同じ

とします。 
9 金融商品取引法施行令第 9 条第 5 項に定義されます。 
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ば）が提出された場合、当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上とい

う観点から買付説明書および本必要情報の内容と当社取締役会の事業計画、

当社取締役会による企業評価等との比較検討等を行うために当社取締役会

に対しても、当社取締役会による情報収集や企業評価等の検討（必要に応じ、

第三者専門家による検討を含みます。）等に必要な時間を考慮して適宜回答

期限（当社の事業の規模、多様性、国際性等を勘案し、原則として 60 日を

上限とします。）を定めた上、買付者等の買付等の内容に対する意見（留保

する旨の意見を含むものとします。以下同じとします。）、その根拠資料、代

替案（もしあれば）その他独立委員会が適宜必要と認める情報等を提供する

よう要求することができます。 

② 独立委員会による検討作業 

独立委員会は、買付者等および（当社取締役会に対して上記①のとおり情

報等の提供を要求した場合には）当社取締役会からの情報等（追加的に提供

を要求したものも含みます。）を受領してから適切な期間（原則として最長

60 日とします。）が経過するまでの間、買付者等の買付等の内容の検討、買

付者等と当社取締役会の事業計画等に関する情報収集・比較検討、および当

社取締役会の提供する代替案の検討等を行います（以下、かかる独立委員会

による情報収集および検討に要する期間を「独立委員会検討期間」といいま

す。）。また、独立委員会は、当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上

という観点から当該買付等の内容を改善させるために必要であれば、直接ま

たは間接に、当該買付者等と協議・交渉等を行い、または当社取締役会等に

よる代替案の株主等に対する提示等を行うものとします。 

独立委員会の判断が、当社の企業価値・株主共同の利益に資するようにな

されることを確保するために、独立委員会は、当社の費用で、独立した第三

者（ファイナンシャル・アドバイザー、公認会計士、弁護士、コンサルタン

トその他の専門家を含みます。）の助言を得ることができるものとします。 

買付者等は、独立委員会が、直接または間接に、検討資料その他の情報提

供、協議・交渉等を求めた場合には、速やかにこれに応じなければならない

ものとします。 

 

(e) 独立委員会による勧告等の手続 

独立委員会は、買付者等が現れた場合において、以下の手続に従い、当社取締

役会に対する勧告等を行うものとします。 

① 独立委員会が本プランの発動を勧告する場合 

独立委員会は、買付者等について、下記(2)「本新株予約権の無償割当ての

要件」に定める発動事由（以下「発動事由」と総称します。）のいずれかに
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該当すると判断した場合には、引き続き買付者等より情報提供や買付者等と

の間で交渉・協議等を行う必要がある等の特段の事情がある場合を除き、当

社取締役会に対して、本新株予約権の無償割当てを実施することを勧告しま

す。なお、独立委員会は、ある買付等について下記(2)「本新株予約権の無償

割当ての要件」に定める発動事由のうち発動事由その 2（以下「発動事由そ

の 2」といいます。）の該当可能性が問題となっている場合には、予め当該実

施に関して株主意思の確認を得るべき旨の留保を付すことができるものと

します。 

但し、独立委員会は、一旦本新株予約権の無償割当ての実施の勧告をした

後も、以下のいずれかの事由に該当すると判断した場合には、本新株予約権

の無償割当てに係る権利落ち日の前々営業日までにおいては本新株予約権

の無償割当てを中止し、または、本新株予約権の無償割当ての効力発生日以

降本新株予約権の行使期間の開始日の前日までにおいては本新株予約権を

無償にて取得すべき旨の新たな勧告を行うことができるものとします。 

(ｲ) 当該勧告後買付者等が買付等を撤回した場合その他買付等が存しな

くなった場合 

(ﾛ) 当該勧告の判断の前提となった事実関係等に変動が生じる等の理由

により発動事由が存しなくなった場合 

② 独立委員会が本プランの不発動を勧告する場合 

 独立委員会は、買付者等の買付等の内容の検討、買付者等との協議・交渉

等の結果、買付者等による買付等が発動事由に該当しないと判断した場合に

は、独立委員会検討期間の終了の有無を問わず、当社取締役会に対して、本

新株予約権の無償割当てを実施すべきでないことを勧告します。 

但し、独立委員会は、一旦本新株予約権の無償割当ての不実施を勧告した

後も、当該勧告の判断の前提となった事実関係等に変動が生じ、発動事由が

存することとなった場合には、本新株予約権の無償割当てを実施すべき旨の

新たな勧告を行うことができるものとします。 

③ 独立委員会検討期間の延長を行う場合 

   独立委員会が、当初の独立委員会検討期間中に、本新株予約権の無償割当

ての実施または不実施の勧告を行うに至らない場合には、独立委員会は、当

該買付者等の買付等の内容の検討・当該買付者等との交渉・代替案の検討等

に必要とされる合理的な範囲内で、その決議により独立委員会検討期間を最

大 30 日間延長することができるものとします。独立委員会検討期間が延長

された場合、独立委員会は、引き続き、情報収集、検討等を行うものとし、

延長期間内に本新株予約権の無償割当ての実施または不実施の勧告を行う

よう最大限努めるものとします。 
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(f) 取締役会の決議 

当社取締役会は、独立委員会の上記勧告を最大限尊重して本新株予約権の無償

割当ての実施または不実施等に関する会社法上の機関としての決議を速やかに

行うものとします。但し、下記(g)に基づき株主意思確認総会を開催する場合には、

当社取締役会は、当該株主意思確認総会の決議に従うものとします。 

 

(g) 株主意思確認総会の決議 

当社取締役会は、本プランに従った本新株予約権の無償割当てを実施するに際

して、(Ⅰ)上記(e)①に従い、独立委員会が本新株予約権の無償割当ての実施に際

して、予め株主総会の承認を得るべき旨の留保を付した場合、または(Ⅱ)ある買

付等について発動事由その2の該当可能性が問題となっており、かつ、取締役会

が、株主総会の開催に要する時間等を勘案した上で、善管注意義務に照らし、株

主意思を確認することが適切と判断する場合には、株主総会（以下「株主意思確

認総会」といいます。）を招集し、本新株予約権の無償割当ての実施に関する株

主の皆様の意思を確認することができるものとします。 

 

(h) 情報開示 

当社は、本プランの運用に際しては、適用ある法令または金融商品取引所の規

程・規則等に従い、本プランの各手続の進捗状況（意向表明書・買付説明書が提

出された事実、意向表明書・買付説明書を提出せずに買付け等を行う買付者等の

存在が判明した場合にはかかる事実、買付者等により十分な情報提供がなされて

独立委員会検討期間が開始した事実、並びに、独立委員会検討期間の延長が行わ

れた事実、その期間および理由を含みます。）または独立委員会による勧告等の

概要、当社取締役会の決議の概要、株主意思確認総会の決議の概要、その他独立

委員会または当社取締役会が適切と考える事項について、適時に情報開示を行い

ます。 

 

(2) 本新株予約権の無償割当ての要件 

 

本プランを発動して本新株予約権の無償割当てを実施するための要件は、下記のと

おりです。なお、上記(1)「本プランの発動に係る手続」(e)のとおり、下記の要件の該

当性については、必ず独立委員会の勧告を経て決定されることになります。 

記 

発動事由その 1 

本プランに定められた手続に従わない買付等であり（買付等の内容を判断するため

に合理的に必要とされる時間や情報の提供がなされない場合を含みます。）、かつ本新
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株予約権の無償割当てを実施することが相当である場合 

発動事由その 2 

下記の要件のいずれかに該当し、かつ本新株予約権の無償割当てを実施することが

相当である場合 

 

(a) 以下に掲げる行為等により、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に対する明

白な侵害をもたらすおそれのある買付等である場合 

① 株券等を買い占め、その株券等について当社側に対して高値で買取りを要求

する行為 

② 当社の経営を一時的に支配して、当社グループの重要な資産等を廉価に取得

する等当社の犠牲の下に買付者等の利益を実現する経営を行うような行為 

③ 当社グループの資産を買付者等やそのグループ会社等の債務の担保や弁済

原資として流用する行為 

④ 当社の経営を一時的に支配して、当社グループの事業に当面関係していない

高額資産等を処分させ、その処分利益をもって、一時的な高配当をさせるか、

一時的高配当による株価の急上昇の機会をねらって高値で売り抜ける行為 

 

(b) 強圧的二段階買付（最初の買付で全株式の買付を勧誘することなく、二段階目の

買付条件を不利に設定し、あるいは明確にしないで、公開買付け等の株式買付を

行うことをいいます。）等、株主に株式の売却を事実上強要するおそれのある買

付等である場合 

 

(c) 買付等の条件（買付等の対価の価額・種類、買付等の時期、買付等の方法の適

法性、買付等の実現可能性、買付等の後の経営方針・事業計画、および買付等の

後における当社の他の株主、従業員、顧客、取引先その他の当社に係る利害関係

者に対する対応方針等を含みます。）が当社の本源的価値に鑑み不十分または不

適当な買付等である場合 

 

(d) 当社の企業価値を生み出す上で必要不可欠な当社グループの従業員、顧客、取

引先等との関係または当社グループのブランド価値、企業理念、ビジョン等を破

壊することなどにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に反する重大な

虞をもたらす買付等である場合 

 

(3) 本新株予約権の無償割当ての概要 

本プランに基づき実施する予定の本新株予約権の無償割当ての概要は、以下のとお

りです。 



 

13 

(a) 本新株予約権の数 

本新株予約権の無償割当てに関する取締役会決議または株主総会決議（以下

「新株予約権無償割当て決議」といいます。）において別途定める一定の日（以

下「割当期日」といいます。）における当社の最終の発行済株式総数（但し、同

時点において当社の有する当社株式の数を控除します。）と同数とします。 

 

(b) 割当対象株主 

割当期日における当社の株主名簿に記録された当社以外の株主に対し、その有

する当社株式 1 株につき本新株予約権 1 個の割合で、本新株予約権を割り当てま

す。 

(c) 本新株予約権の無償割当ての効力発生日 

本新株予約権無償割当て決議において別途定める日とします。 

 

(d) 本新株予約権の目的である株式の数 

本新株予約権 1 個の目的である株式10の数（以下「対象株式数」といいます。）

は、原則として 1 株とします。 

 

(e) 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

本新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、本新株予約権の行使

に際して出資される財産の株式 1 株当たりの価額は、1 円を下限として当社株式

の 1 株の時価の 2 分の 1 の金額を上限とする金額の範囲内で本新株予約権無償割

当て決議において別途定める価額とします。なお、「時価」とは、本新株予約権

無償割当て決議に先立つ 90 日間（取引が成立しない日を除きます。）の東京証券

取引所における当社普通株式の普通取引の各日の終値の平均値（気配表示を含み

ます。）に相当する金額とし、1 円未満の端数は切り上げるものとします。 

 

(f) 本新株予約権の行使期間 

本新株予約権無償割当て決議において別途定めた日を初日（以下、かかる行使

期間の初日を「行使期間開始日」といいます。）とし、原則として 1 ヶ月間から 6

ヶ月間までの範囲で本新株予約権無償割当て決議において別途定める期間とし

ます。 

 

 

                                                  
10 将来、当社が種類株式発行会社（会社法第 2 条第 13 号）となった場合においても、①本新株予約権の

行使により発行される当社株式および②本新株予約権の取得と引換えに交付する株式は、いずれも当社が

本定時株主総会開催時において、現に発行している株式（普通株式）と同一の種類の株式を指すものとし

ます。 
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(g) 本新株予約権の行使条件 

(Ⅰ)特定大量保有者11、(Ⅱ)特定大量保有者の共同保有者、(Ⅲ)特定大量買付者12、

(Ⅳ)特定大量買付者の特別関係者、もしくは(Ⅴ)上記(Ⅰ)ないし(Ⅳ)に該当する者

から本新株予約権を当社取締役会の承認を得ることなく譲受けもしくは承継し

た者、または、(Ⅵ)上記(Ⅰ)ないし(Ⅴ)に該当する者の関連者13（以下、(Ⅰ)ない

し(Ⅵ)に該当する者を「非適格者」といいます。）は、一定の例外事由14が存する

場合を除き、本新株予約権を行使することができません。 

また、外国の適用法令上、本新株予約権の行使にあたり所定の手続が必要とさ

れる非居住者も、原則として本新株予約権を行使することができません（但し、

非居住者のうち当該外国の適用法令上適用除外規定が利用できる者等の一定の

者は行使することができるほか、非居住者の有する本新株予約権も、下記(ⅰ)②

のとおり、適用法令に従うことを条件として、当社による当社株式を対価とする

取得の対象となります。）。さらに、本新株予約権の行使条件を充足していること

等についての表明保証条項、補償条項その他の誓約文言を含む当社所定の書式に

よる書面を提出しない場合も、本新株予約権を行使することができません。 

 

 
                                                  
11 原則として、当社が発行者である株券等の保有者で、当該株券等に係る株券等保有割合が 20%以上であ

る者（当社取締役会がこれに該当すると認めた者を含みます。）をいいます。但し、その者が当社の株券等

を取得・保有することが当社の企業価値または株主共同の利益に反しないと当社取締役会が認めた者その

他本新株予約権無償割当て決議において当社取締役会が別途定める所定の者は、特定大量保有者に該当し

ないものとします。本書において同じとします。 
12 原則として、公開買付けによって当社が発行者である株券等（金融商品取引法第 27 条の 2 第 1 項に定義

されます。以下本脚注において同じとします。）の買付け等（同法第 27 条の 2 第 1 項に定義されます。以

下本脚注において同じとします。）を行う旨の公告を行った者で、当該買付け等の後におけるその者の所有

（これに準ずるものとして金融商品取引法施行令第 7 条第 1 項に定める場合を含みます。）に係る株券等の

株券等所有割合がその者の特別関係者の株券等所有割合と合計して 20%以上となる者（当社取締役会がこ

れらに該当すると認めた者を含みます。）をいいます。但し、その者が当社の株券等を取得・保有すること

が当社の企業価値または株主共同の利益に反しないと当社取締役会が認めた者その他本新株予約権無償割

当て決議において当社取締役会が別途定める所定の者は、特定大量買付者に該当しないものとします。本

書において同じとします。 
13 ある者の「関連者」とは、実質的にその者を支配し、その者に支配されもしくはその者と共同の支配下

にある者（当社取締役会がこれに該当すると認めた者を含みます。）、またはその者と協調して行動する者

として当社取締役会が認めた者をいいます。なお、「支配」とは、他の会社等の「財務及び事業の方針の決

定を支配している場合」（会社法施行規則第 3 条第 3 項に定義されます。）をいいます。 
14 具体的には、(x)買付者等が本新株予約権無償割当て決議後に買付等を中止若しくは撤回または爾後買付

等を実施しないことを誓約するとともに、買付者等その他の非適格者が当社が認める証券会社に委託をし

て当社株式を処分した場合で、かつ、(y)買付者等の株券等保有割合（但し、株券等保有割合の計算に当た

っては、買付者等やその共同保有者以外の非適格者についても当該買付者等の共同保有者とみなして算定

を行うものとし、また、非適格者の保有する本新株予約権のうち行使条件が充足されていないものは除外

して算定するものとします。）として当社取締役会が認めた割合（以下「非適格者株券等保有割合」といい

ます。）が、(i)当該買付等の前における非適格者株券等保有割合または(ii)20％のいずれか低い方を下回っ

ている場合は、当該処分を行った買付者等その他の非適格者は、当該処分がなされた株式の数に相当する

株式の数を目的とする本新株予約権につき、当該下回る割合の範囲内で行使することができることなどが

例外事由として定められることが予定されています。なお、かかる非適格者による本新株予約権の行使の

条件及び手続等の詳細については、別途当社取締役会が定めるものとします。 
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(h) 本新株予約権の譲渡制限 

本新株予約権の譲渡による取得については、当社取締役会の承認を要します。 

 

(i) 当社による本新株予約権の取得 

① 当社は、行使期間開始日の前日までの間いつでも、当社が本新株予約権を取

得することが適切であると当社取締役会が認める場合には、当社取締役会が

別途定める日の到来日をもって、全ての本新株予約権を無償にて取得するこ

とができるものとします。 

② 当社は、当社取締役会が別途定める日の到来日をもって、非適格者以外の者

が有する本新株予約権のうち当該当社取締役会が定める日の前営業日まで

に未行使のもの全てを取得し、これと引換えに、本新株予約権 1 個につき対

象株式数に相当する数の当社株式等を交付することができます。 

また、かかる取得がなされた日以降に、本新株予約権を有する者のうち非

適格者以外の者が存在すると当社取締役会が認める場合には、上記の取得が

なされた日より後の当該当社取締役会が別途定める日の到来日をもって、当

該者の有する本新株予約権のうち当該当社取締役会の定める日の前営業日

までに未行使のもの全てを取得し、これと引換えに、本新株予約権 1 個につ

き対象株式数に相当する数の当社株式等を交付することができるものとし、

その後も同様とします。 

 

(j) 合併、吸収分割、新設分割、株式交換および株式移転の場合の新株予約権の交付 

本新株予約権無償割当て決議において別途定めるものとします。 

 

(k) 新株予約権証券の発行 

本新株予約権に係る新株予約権証券は発行しません。 

 

(l) その他 

上記に定めるほか、本新株予約権の内容の詳細は、本新株予約権無償割当て決

議において別途定めるものとします。 

 

(4) 本更新に係る手続 

 

本更新については、以下のとおり、当社定款第 10 条に基づき、本プランに記載し

た条件に従った本新株予約権の無償割当てに関する事項を決定する権限の当社取締

役会に対する委任について、本定時株主総会において株主の皆様のご承認をいただく

ことを条件とします。 
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(5) 本プランの有効期間、廃止および変更 

 

本プランの有効期間は、本定時株主総会終結後 3 年内に終了する事業年度のうち最

終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。 

ただし、有効期間の満了前であっても、①当社の株主総会において本プランに係る

本新株予約権の無償割当てに関する事項の決定についての当社取締役会への上記委

任を撤回する旨の決議が行われた場合、または②当社取締役会により本プランを廃止

する旨の決議が行われた場合には、本プランはその時点で廃止されるものとします。 

また、当社取締役会は、本プランの有効期間中であっても、本プランに関する法令、

金融商品取引所の規程・規則等の新設または改廃が行われ、かかる新設または改廃を

反映するのが適切である場合、誤字脱字等の理由により字句の修正を行うのが適切で

ある場合、または当社株主に不利益を与えない場合等、本定時株主総会の決議の趣旨

に反しない場合には、独立委員会の承認を得た上で、本プランを修正し、または変更

する場合があります。 

当社は、本プランの廃止または変更等がなされた場合には、当該廃止、修正または

変更等の事実および（修正、変更等の場合には）修正・変更等の内容その他の事項に

ついて、必要に応じて情報開示を速やかに行います。 

 

(6) 法令の改正等による修正 

本プランで引用する法令の規定は、2010 年 3 月 29 日現在施行されている規定を前

提としているものであり、同日以後、法令の新設または改廃により、上記各項に定め

る条項ないし用語の意義等に修正を加える必要が生じた場合には、当該新設または改

廃の趣旨を考慮の上、上記各項に定める条項ないし用語の意義等を適宜合理的な範囲

内で読み替えることができるものとします。 

 

4. 株主および投資家の皆様への影響 

 

(1) 本更新にあたって株主および投資家の皆様に与える影響 

本更新にあたっては、株主総会決議に基づき、本新株予約権に関する新株予約権無

償割当の決定権限を取締役会に対して委任していただいているに過ぎず、本新株予約

権の無償割当て自体は行われませんので、株主および投資家の皆様に直接具体的な影

響が生じることはありません。 

 

(2) 本新株予約権の無償割当て時に株主および投資家の皆様に与える影響 

(a) 本新株予約権の無償割当ての手続 

当社取締役会または当社株主総会において、本新株予約権無償割当て決議を行
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った場合には、当該決議において割当期日を定め、これを公告いたします。この

場合、割当期日における当社の株主名簿に記録された株主の皆様（以下「割当対

象株主」といいます。）に対し、その有する当社株式 1 株につき 1 個の本新株予

約権が無償にて割り当てられます。割当対象株主の皆様は、本新株予約権の無償

割当ての効力発生日において、当然に本新株予約権に係る新株予約権者となるた

め、申込の手続等は不要です。 

なお、一旦本新株予約権の無償割当て決議がなされた場合であっても、当社は

上記 3.(1)「本プランの発動に係る手続」(e)①に記載した独立委員会の勧告を最

大限尊重し、本新株予約権の無償割当てに係る権利落ち日の前々営業日までにお

いては本新株予約権の無償割当てを中止し、または本新株予約権の無償割当ての

効力発生日以降本新株予約権の行使期間の開始日の前日までにおいては本新株

予約権を無償にて取得する場合があります。これらの場合には、当社株式 1 株当

たりの価値の希釈化は生じませんので、こうした希釈化が生じることを前提に売

買を行った投資家の皆様は、株価の変動により相応の損害を受ける可能性があり

ます。 

 

(b) 本新株予約権の行使の手続 

当社は、割当対象株主の皆様に対し、原則として、本新株予約権の行使に際し

てご提出いただく書面（行使に係る本新株予約権の内容および数、本新株予約権

を行使する日等の必要事項並びに株主の皆様ご自身が本新株予約権の行使条件

を充足すること等についての表明保証条項、補償条項その他の誓約文言、ならび

に当社株式の割当対象株主の皆様の口座への振替に必要な情報を含む当社所定

の書式によるものとします。）その他本新株予約権の権利行使に必要な書類を送

付いたします。本新株予約権の無償割当て後、株主の皆様においては、本新株予

約権の行使期間内に、これらの必要書類を提出した上、原則として、本新株予約

権 1 個当たり 1 円を下限とし、当社株式 1 株の時価の 2 分の 1 の金額を上限とす

る金額の範囲内で本新株予約権無償割当て決議において定める行使価額に相当

する金銭を所定の方法により払い込むことにより、1 個の本新株予約権につき原

則として 1 株の当社株式が発行されることになります。なお、非適格者による本

新株予約権の行使に関しては、上記 3.(3)「本新株予約権の無償割当ての概要」(g)

の趣旨に従って、別途当社が定めるところに従うものとします。 

仮に、株主の皆様が、こうした本新株予約権の行使および行使価額相当の金銭

の払込みを行わなければ、他の株主の皆様による本新株予約権の行使により、そ

の保有する当社株式が希釈化することになります。 

但し、当社は、下記 (c)に記載するところに従って非適格者以外の株主の皆様

から本新株予約権を取得し、それと引換えに当社株式を交付することがあります。
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当社がかかる取得の手続を取った場合、非適格者以外の株主の皆様は、本新株予

約権の行使および行使価額相当の金銭の払込みをせずに、当社株式を受領するこ

ととなり、その保有する当社株式の希釈化は原則として生じません。 

 

(c) 当社による本新株予約権の取得の手続 

当社は、当社取締役会が本新株予約権を取得する旨の決定をした場合、法定の

手続に従い、当社取締役会が別途定める日の到来日をもって、非適格者以外の株

主の皆様から本新株予約権を取得し、これと引換えに当社株式を交付することが

あります。この場合、かかる株主の皆様は、行使価額相当の金銭を払い込むこと

なく、当社による当該本新株予約権の取得対価として、1 個の本新株予約権につ

き原則として 1 株の当社株式を受領することになります。但し、この場合、かか

る株主の皆様には、別途、当社株式の割当対象株主の皆様の口座への振替に必要

な情報をご提供いただくほか、ご自身が非適格者でないこと等についての表明保

証条項、補償条項その他の誓約文言を含む当社所定の書式による書面をご提出い

ただくことがあります。 

 

上記のほか、割当て方法、行使の方法および当社による取得の方法の詳細につ

きましては、本新株予約権無償割当て決議において決定された後、株主の皆様に

対して情報開示または通知いたしますので、当該内容をご確認ください。 

 

四 本プランの合理性 

 

1. 企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上 

 

本プランは、基本方針に基づき、当社株券に対する買付等がなされた際に、当該買付

等に応じるべきか否かを株主の皆様が判断し、あるいは当社取締役会が代替案を提案す

るために必要な情報や時間を確保したり、株主の皆様のために買付者等と交渉を行うこ

と等を可能とすることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保すること

を目的とするものです。 

 

2. 買収防衛策に関する指針等の要件の充足 

 

本プランは、経済産業省および法務省が 2005 年 5 月 27 日に発表した「企業価値・

株主共同の利益の確保または向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則

（①企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、②事前開示・株主意思の原則、

③必要性・相当性の原則）を完全に充足しています。 
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3. 株主意思の重視 

 

上記三.3.(4)「本更新に係る手続き」記載のとおり、当社は、本定時株主総会におけ

る、当社定款の規定に基づく当社取締役会への本新株予約権無償割当てに関する事項

の決定の委任に関する株主の皆様のご承認を条件として本更新を行います。 

また、当社取締役会は一定の場合に、本プランの発動の是非について、株主意思確

認総会において株主の皆様の意思を確認することとされています。 

さらに、本プランには、有効期間を約 3 年間とするいわゆるサンセット条項が付さ

れており、かつ、その有効期間の満了前であっても、当社株主総会において、上記委

任の決議を撤回する旨の決議なされた場合には、本プランはその時点で廃止されるこ

とになり、その意味で、本プランの消長には、当社株主の皆様のご意向が反映される

こととなっております。 

 

4. 独立性を有する社外者の判断の重視および第三者専門家等の意見の取得 

本プランの発動に際しては、独立性を有する社外役員等のみから構成される独立委

員会による勧告を必ず経ることとされています。 

さらに、独立委員会は、当社の費用において独立した第三者専門家等の助言を受け

ることができるものとされており、独立委員会による判断の公正さ・客観性がより強

く担保される仕組みとなっております。 

 

5. 合理的な客観的要件の設定 

 

本プランは、上記三 3.(1)「本プランの発動に係る手続」(e)および上記三 3.(2)「本

新株予約権の無償割当ての要件」にて記載したとおり、合理的かつ詳細な客観的要件

が充足されなければ発動されないように設定されており、当社取締役会による恣意的

な発動を防止するための仕組みを確保しているものといえます。 

 

6. デッドハンド型やスローハンド型の買収防衛策ではないこと 

 

本プランは、当社の株券等を大量に買い付けた者の指名に基づき当社株主総会で選

任された取締役で構成される取締役会により廃止することが可能であるため、デッド

ハンド型買収防衛策（取締役会の構成員の過半数を交替させてもなお、発動を阻止で

きない買収防衛策）ではありません。また、当社の取締役の任期は 1 年であるため、

本プランはスローハンド型買収防衛策（取締役会の構成員の交替を一度に行うことが

できないため、その発動を阻止するのに時間を要する買収防衛策）でもありません。 

以 上 
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別紙 1 

 

当社の状況 

 

1．株主数 

10,895 名 

 

 

2．所有者別状況 

所有者区分 株主数 所有株式数 所有株式数割合 

金 融 機 関 80 名 18,559,236 株 32.45％ 
証 券 会 社 44 名 537,610 株 0.94％ 
そ の 他 法 人 154 名 7,816,506 株 13.66％ 
外 国 法 人 等 428 名 16,215,766 株 28.33％ 
個 人 そ の 他 10,188 名 13,741,356 株 24.01％ 
自 己 名 義 株 式 1 名 351,274 株 0.61％ 
合 計 10,895 名  57,221,748 株 100.00％ 

 

32%

1%

14%28%

24%

1%

所有株式数割合

金融機関 80名
18,559,236株

証券会社 44名 537,610
株

その他法人 154名
7,816,506株

外国法人等 428名
16,215,766株

個人その他 10,188名
13,741,356株
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3．大株主の状況 

2010 年 2 月 20 日現在の当社の大株主の状況は以下のとおりです。 
 

株   主   名 所 有 株 式 数
発行済株式総数

に対する所有株

式数の割合 

似鳥 昭雄 
株

7,180,556 

％ 

12.55 

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社

（信託口） 
3,711,300 6.49 

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信

託口） 
3,303,400 5.77 

株式会社ニトリ興業 2,868,782 5.01 

財団法人似鳥国際奨学財団 2,000,000 3.50 

株式会社北洋銀行 1,930,284 3.37 

株式会社ニトリ商事 1,881,168 3.29 

似鳥 百百代 1,539,216 2.69 

STATE STREET BANK AND TRUST 

COMPANY 
1,422,794 2.49 

全国共済農業協同組合連合会 1,299,600 2.27 

 
 

以 上 
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別紙 2 

 

独立委員会規則の概要 

 

・ 独立委員会は当社取締役会の決議により設置される。 

・ 独立委員会の委員は、3 名以上とし、当社の業務執行を行う経営陣から独立して

いる、(i)当社社外取締役（選任される予定の者を含む。）または(ii)当社社外監査

役（選任される予定の者を含む。）、または（iii）社外の有識者のいずれかに該当

する者から、当社取締役会が選任する。但し、社外の有識者は、実績ある会社経

営者、投資銀行業務もしくは当社の業務に精通する者、弁護士、公認会計士もし

くは会社法等を主たる研究対象とする研究者またはこれらに準ずる者でなけれ

ばならず、また、別途当社取締役会が指定する善管注意義務条項等を含む契約を

当社との間で締結した者でなければならない。 

・ 独立委員会委員の任期は、本定時株主総会終結後 3 年以内に終了する事業年度の

うち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。但し、当社取締役

会の決議により別段の定めをした場合はこの限りでない。また、当社社外取締役

または当社社外監査役であった独立委員会委員が、取締役または監査役でなくな

った場合（再任された場合を除く。）には、独立委員会委員としての任期も同時

に終了するものとする。 

・ 独立委員会は、以下の各号に記載される事項について決定し、その決定の内容を、

その理由を付して当社取締役会に対して勧告する。当社取締役会は、この独立委

員会の勧告を最大限尊重して、新株予約権無償割当ての実施または不実施等に関

する会社法上の機関としての決議を行う（但し、①に定める本新株予約権の無償

割当ての実施につき、株主意思確認総会において別段の決議がなされた場合には、

当該決議に従う。）。なお、独立委員会の各委員および当社各取締役は、こうした

決定にあたっては、当社の企業価値・株主共同の利益に資するか否かの観点から

これを行うことを要し、専ら自己または当社の経営陣の個人的利益を図ることを

目的としてはならない。 

① 本新株予約権無償割当ての実施もしくは不実施 

② 本新株予約権の無償割当ての中止または本新株予約権の無償取得 

③ その他当社取締役会が判断すべき事項のうち、当社取締役会が独立委員会に

諮問した事項 

・ 上記に定めるところに加え、独立委員会は、以下の各号に記載される事項を行う

ことができる。 
① 本プランの対象となる買付等への該当性の判断 

② 独立委員会検討期間の延長の決定 
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③ 買付者等および当社取締役会が独立委員会に提供すべき情報およびその回

答期限の決定 

④ 買付者等の買付等の内容の精査・検討 

⑤ 買付者等との交渉・協議 

⑥ 当社取締役会に対する代替案の提出の要求・代替案の検討 

⑦ 本プランの修正または変更の承認 

⑧ 本プラン以外の買収防衛策の導入の是非の判断 

⑨ その他本プランにおいて独立委員会が行うことができると定められた事項 

⑩ 当社取締役会が別途独立委員会が行うことができるものと定めた事項 

・ 独立委員会は、買付者等に対し、買付説明書の記載内容が本必要情報として不十

分であると判断した場合には、追加的に情報を提供するよう求める。また、独立

委員会は、買付者等から買付説明書および独立委員会から追加提供を求められた

情報が提出された場合、当社取締役会に対しても、所定の期間内に、買付者等の

買付等の内容に対する意見およびその根拠資料、代替案（もしあれば）その他独

立委員会が適宜必要と認める情報等を提供するよう要求することができる。 

・ 独立委員会は、当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上という観点から買

付者等の買付等の内容を改善させるために必要があれば、直接または間接に、買

付者等と協議・交渉等を行うものとし、また、当社取締役会等の代替案の株主等

に対する提示等を行うものとする。 

・ 独立委員会は、必要な情報収集を行うため、当社の取締役、監査役、従業員その

他独立委員会が必要と認める者の出席を要求し、独立委員会が求める事項に関す

る説明を求めることができる。 

・ 独立委員会は、当社の費用で、独立した第三者（ファイナンシャル・アドバイザ

ー、公認会計士、弁護士、コンサルタントその他の専門家を含む。）の助言を得

ること等ができる。 

・ 各独立委員会委員は、買付等がなされた場合その他いつでも独立委員会を招集す

ることができる。 

・ 独立委員会の決議は、原則として、独立委員会委員のうち 3 分の 2 以上が出席し、

その過半数をもってこれを行う。 

 

以 上 



 

24 

別紙 3 
独立委員会委員略歴 

 

本更新時の独立委員会の委員は、以下の 3 名により構成される予定です。 

大谷  一（おおたに はじめ） 

【略 歴】 

昭和 8 年 3 月生 

平成 2 年 7 月  旭川中税務署長 

平成 3 年 8 月  税理士事務所開業（現任） 

平成 5 年 5 月  当社監査役（現任） 

平成 19 年 5 月  当社独立委員会委員（現任） 

大谷 一氏は会社法第 2 条第 16 号に規定される社外監査役です。同氏と当社との間に特

別の利害関係はありません。 

 

佐竹 晃（さたけ あきら） 

【略 歴】 

昭和 16 年 12 月生 

平成 6 年 2 月  MITSUI ZOSEN EUROP Ltd.（英国）社長 

平成 11 年 6 月  三井造船株式会社 取締役 

平成 11 年 6 月  三井バブコック（英国）会長兼 CEO 

平成 13 年 6 月  同社常務取締役 

平成 16 年 6 月  同社顧問 

平成 18 年 9 月  日本大学国際関係学部講師（現任） 

平成 19 年 5 月  当社監査役（現任） 

佐竹晃氏は会社法第 2 条第 16 号に規定される社外監査役です。同氏と当社との間に特別

の利害関係はありません。 

 

加勢 清光（かせ きよみつ） 

【略 歴】 

昭和 20 年 1 月生 

昭和 50 年 1 月  公認会計士登録（現任） 

昭和 53 年 4 月  当社財務部長 

昭和 61 年 3 月  株式会社加勢経営事務所設立代表取締役（現任） 

昭和 62 年 5 月  当社監査役 

加勢清光氏と当社との間に特別の利害関係はありません。 

以 上 


